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九州森林管理局 ICT 活用工事(土工及び土工 1,000m3 未満)事前協議試行実施要領に 
ついて 

 
 
 
 このことについて、森林整備保全事業において ICT を活用すると明記された工事（発注者指 
定型及び受注者希望型）における取扱いを別紙要領のとおり定めたので通知する。 
 なお、本通知は、令和８年４月１日以降に入札公告を開始する工事から適用することとする 
が、すでに契約施工中の工事においても受発注者間の協議により適用することができるものとす 
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当：治山課 国有林治山係） 
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九州森林管理局 ICT 活用工事（土工及び土工 1,000m3 未満）事前協議試行実施要領 

 

 

１．概 要 

ICT 活用工事については、「森林整備保全事業 ICT 活用工事（土工）試行実施要領」及び「森

林整備保全事業 ICT 活用工事（土工 1,000m3 未満）試行実施要領」に基づき実施していると

ころであるが、九州森林管理局及び署等が発注する治山工事において ICT 活用工事を実施す

ると明記された工事のうち、法面工（高所掘削機械を用いた、法面掘削工及び法面整形工）

を行う工事については、以下のとおり事前協議を実施するよう定めたので、適切に運用され

たい。 

 

 

２．ICT 活用工事における法面工の ICT 施工技術 

  ICT 活用工事における法面工は、次の施工プロセスのすべての段階を必須とする。 

 ①３次元起工測量 

 ②３次元設計データ作成 

③ICT 建設機械による施工 

 ④３次元出来形管理等の施工管理  

⑤３次元データの納品  

※ただし、施工現場の環境条件により、ICT 建設機械による施工が困難となる場合は、 ②、   

④、⑤の段階を必須とする。 

 

 

３．ICT 活用工事における法面工の事前協議の留意事項 

① 受注者はＩＣＴ施工の実施に先立ち、現場環境・特徴等を考慮した「実施計画書」を提

出すること。「実施計画書」には、３次元計測の要求事項を満足させ、施工中の安全性や

作業効率を確保するための機器の選定・施工方法を記載すること。 

  実施計画書の作成に当たっては、別紙を参照のうえ作成すること。 

 

② 受注者は発注者からの依頼に基づいて３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正

含む。）を実施した場合は、見積書を提出するものとし、発注者は算定式を活用して、費

用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。 

  【算定式（参考）】 

  「森林整備保全事業 ICT 活用工事の積算等に関するＱ＆Ａ Ｑ２」 

 

③ 受注者は３次元起工測量を実施した後、当初設計図書の「掘削断面や地形断面」（以下。

「掘削断面等」という）と３次元起工測量の差分を確認し、施工時の掘削断面等につい

て監督職員と協議を行うこと。 

  なお、本協議が整わない場合は、ICT 活用工事としての取り扱いは行わないこととする。 
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④ 監督職員は上記③の協議に基づき、当初設計図書の掘削断面等と受注者が実施した３次

元起工測量の成果を比較し、相違が認められる場合には、相違箇所・数量を書面（図面

又は２次元データ等）で明確にし、施工時の掘削断面等を受注者と協議のうえ決定する

こと。 

 

⑤ 掘削断面等の変更に伴う掘削土量については、④の協議に基づいた掘削土量をもって最

終精算することとする。このため過掘による掘削土量の増加分は精算対象とならないこ

とから、事前協議において十分な掘削断面等の協議を行うこと。 

 

⑥ 受注者は発注者からの依頼に基づいて３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正

含む。）を実施した場合は、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認し

た上で設計変更の対象とする。 

 

⑦ 施工時の掘削断面等の決定に当たっては、掘削後に施工する構造物の安定性を確認する

こと。 

また、当初設計の思想等を反映するため３者会議の活用も検討すること。 

 

⑧ 掘削施工中に想定していない転石や伐根及び不安定土砂が確認された場合には、速やか

に監督職員と掘削断面等の協議を行うこと。 

 

 

※掘削断面 計画変更例 イメージ図 
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４．ICT 活用工事における法面工の施工における留意事項 

① 受注者は、使用するＩＣＴ建設機械の施工に先立ち、掘削機械の爪先精度の検証・確認

を立会、又は書面にて報告を行うこと。 

  なお、爪先精度の確認は、平成 31 年３月国土交通省 ＩＣＴ建設機械 精度確認要領（案）

３．８ 作業装置の位置情報精度確認を参考に行うこと。 

 

② ICT 建設機械での施工中、転石や伐根及び不安定土砂により計画した切土面が生成でき

ない場合は、その状況を記録、又は報告すること。 

③ 斜面における掘削施工は、計画された掘削範囲の全体においてＩＣＴ技術を活用するこ

ととし、ICT システムを使用せず施工を行っていることが確認された場合、費用の妥当性

がないと判断し、ICT 建設機械に関わる費用計上は認めないものとする。 

 

※ 掘削機械の爪先精度の検証・確認例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ICT 活用工事における法面工の施工管理の留意事項 

① 受注者は法面の掘削・整形の完了後、速やかに３次元出来形測量を実施し、計測した３

次元点群データを基に、出来形評価データや実施数量の計測等のデータ作成を行うこと。

なお、３次元計測のデータは、点群密度等の要求規格を満足させるものとする。 

 

② 出来形評価データは、３次元設計データと出来形測量データの比較で作成し、施工品質

の確認を行う。データ納品や作成方法は、現場環境や地質状況を考慮し監督職員と協議

のうえ決定する。 

 

③ 出来形数量のデータは、３次元算出データか横断図による平均断面法の何れかの方法で

算出するが、監督職員と協議の上で算出方法を決定する。 
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出来形評価データ 事例 

※ 出来形地形データと設計データ差分比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．ICT 活用工事における法面工のその他の留意事項 

① 掘削残土の斜面下方までの移動土量（撥ね付け・段ばね）は、３次元出来形測量の結果

を基に算出するが、事前報告や協議を経ていない過掘による掘削土量の増加分は、精算

対象としない。 

 

② 法面工の ICT 活用における工事評価は、工程短縮・省人化や安全性の確保などの効果を

総合的に判断して行う事とする。このため、ICT 技術の採用効果が確認できない部分に関

しては、評価の対象としない。 

 

 

 

 

 


